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人 口 調 べ

( 昭和51年10月1 日現在)
世　帯　　　　　201, 921
男　　　　　　313, 390

女　　　　　　305, 315
計　　　　　　618, 705

( 前月より 口6人増)

不
良
雑
誌
追
放
へ

週
刊
誌
自
動
販
売
機

実
態
調
査
ま
と
ま
る

街
角
の
自
動
販
売
機
で
売
ら
れ
て
い
る
不
良
雑
誌
に
刺
激
さ
れ

た
青
少
年
の
犯
罪
が
最
近
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
先
ご
ろ・開
き
ま

し
た
区
長
移
動
応
接
室
で
も
、
区
民
の
皆
さ
ん
か
ら
自
動
販
売
機

へ
の
質
問
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
区
で
は
胥
少
年
月

環
境
浄
化
の
立
場
か
ら
俗
悪
な
不
艮
雑
誌
の
追
放
運
動
を
展
開
す

る
た
め
、
こ
口
ほ
ど
自
動
坂
売
機
力
実
態
調
査
を
し
ま
し
た
。

区
内
に
百
二
十
一
台

の

自

動

販

売

機

八
月
F
旬
に
行
な
っ
た
調
査
7
は
、

区
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
雑
誌
の
自
動

販
売
機
の
台
数
は
合
計
一
ヽ
葭
ニ
ト

ー
台

あ
り
ま
し
爬

ぼ
内
の
盛
り
場
ふ
中
心
と
し
た
地
区

別
の
数
は
、千
住
地
区
…
二
十
八
台
、

綾
瀬
地
区
…
三
十
四
台
、西
新
井
地
区
…

三
十
三
台
、江
北
地
区
…
七
台
、
竹

の
塚
地
区
…
十
九
台
で
、
西
新
井
、
綾

潮
警
察
署
管
内
に
多
く
、
特
に
西
新
井

第
一
小
学
校
区
の
九
台
、
綾
瀬
小
学
校

区
ぶ
1
台
が
目
ク
ーつ
て
い
ま
す

一
般
に
、
住
宅
区
域
T
は
商
店
の
店

先
、
周
辺
地
域
で
は
街
逗
沿
い
に
多
く

み
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
都
内
に
は
警
視
庁
調
べ
で
約

二
千
二
百
台
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
大

半
は
十
数
種
類
の
週
刊
誌
夲
扱
い
、
そ

の
う
ち
不
良
雑
誌
兮
一
才
五
種
類
販
売

し
て
い
ま
す
。

販
売
機
に
不
良
図
書

を
入
れ
な
い
で

販
売
機
で
売
ら
れ
て
い
る
不
良
雑
誌

の
内
容
は
、
青
少
年
に
と
っ
て
好
ま
し

く
な
い
刺
激
の
強
い
も
の
で
、
ワ
イ
セ

ツ
文
書
(
図
書
)
や
都
青
少
年
健
全
育
成

条
例
の
不
健
全
図
書
な
ど
の
摘
発
寸
前

の
'
き
わ
″
-
・
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

成
長
期
に
あ
る
青
少
年
は
、
性
へ
の

強
い
好
奇
心
を
も
ち
、
不
健
全
な
性
的

刺
激
は
誤
っ
た
週
へ
誘
う
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。

自
勦
皈
売
機
で
ひ
そ
か
に
購
入
し
、

刺
激
さ
れ
て
非
行
や
性
犯
罪
に
走
る
青

少
年
も
目
立
っ
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
は
、
ワ
イ

セ
ツ
文
書
と
し
て
摘
発
に
踏
み
切
れ
な

い
う
え
、
業
者
に
雑
誌
の
撤
去
や
自
粛

を
要
望
、
警
告
す
る
と
営
業
の
自
由
を

侵
害
す
る
お
そ
れ
も
あ
り
、
区
で
は
対

策
に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。

町
ぐ
る
み追

放
作
戦

不
良
雑
誌
を
一
掃
す
る
も
っ
と
も
『

能
な
方
法
は
、
地
域
の
方
々
の
協
力
E

よ
る
「
町
ぐ
る
み
追
放
運
動
」
で
す
。

警
視
庁
は
、
①
自
動
販
売
機
に
は
四

書
を

②
悪
書
自
動
販
売
機
の
撤
去

③
通
学
路
沿
い
や
公
園
近
く
か
ら
の
″

転
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

区
で
も
、
青
少
年
問
題
協
議
会
が
中

心
と
な
り
「
不
良
雑
誌
追
放
運
動
」
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

み
人
な
の
力
で
、
不
良
雑
誌
を
一
掃

し
、
非
行
の
な
い
住
み
よ
い
足
立
を
実

現
す
る
よ
う
努
力
し
ま
し
ょ
う
。

非

行

防

止

標

語

を

募

集

区
で
は
、
青
少
年
を
非
行
か
ら
守
ろ

「
非
行
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
非
行

防
止
標
語
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
標
語
　
青
少
年
の
非
行
防
止
活
動

に
関
す
る
も
の

資
格
　
区
内
在
住
・
在
勤
者

申
込
方
法
　
官
製
は
が
き
に
、
標
語
・

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
性
別

を
記
入
し
、
左
記
に
郵
送

締
切
　

大

月
十
五
日
ま
で
に
必
着

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　

教
育
委
員
会

青
少
年
係
(
〒
匸
一
〇

千
住
仲
町

五
(
番
地
和
光
ビ
ル
内
)

街角の自動販売機

施設見学会へ
あなたもご参加を

区
内
の
施
設
を
見
学
し
、直
接
あ

な
だ
の
目
で
施
設
内
容
を
見

て
、
区
政
へ
の
ご
理
解
を
深

め
で
い
た
だ
き
ま
す
ご
こ
の

機
会
に
ぜ
ひ
施
設
見
学
会
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。(写
真
)

■
参
加
資
格
　
区
内
在
住
の

満
二
十
歳
以
上
の
方

■
日
時
　
十
二
月
匕
具

さ

・
(
日
(
水
)
の
二
日
間
(

各
日
と
も
、
午
前
九
時

二
(
に
分
ま
で
に
区
役
所
前

集
合
。
午
後
四
時
頃
解
敵
)

■
見
学
施
設
　
消
費
者
セ
ン
タ
ー

、
新
田
児
童
館
・
老
人
館
、

西
部
区
民
福
祉

セ
ン
々
I

、
北
部
流
通
業

務
団

地
、
教
育
セ
ン
タ
ー
(
竹

の
塚
駅
前
解
散
)

■
定
員
　
一
日
二
十
名
、竍

四
十
名
(
た
だ
し
、
応
募

者
が
多
数
の
場
合
は
抽
選

に
な
り
ま
す
)

■
申
込
期
間
　
ト
ー
月
五
日

(
金
)
～
ヤ
日
(
水
)
ま
で

■
参
加
費
　
無
料
(
昼
食
は
、こ
ち

ら
で
用
意
し
ま
す
)

■
申
込
方
法
・
申
込
先
　
電
話
で
区

役
所
広
報
課
へ

区
立
幼
稚
園
の

入
園
児
を
募
集
し
ま
す

区
立
幼
稚
園
で
は
、
次
の
要
領
で
昭

和
五
十
二
年
度
の
新
人
園
児
そ
蕕
集
し

ま
す

。

応
募
資
格
　
区
内
に
庄
む
①
昭
和
四
十

七
年
四
月
二
日
か
ら
四
十
(
年
四
月

一
日
ま
で
に
出
生
の
幼
児
(
四
歳
児
)

②
昭
和
四
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
四

ヤ
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
出
生
の
幼

児
(
五
歳
児
)

募
集
人
員
　
各
幼
稚
園
と
ち
、
①
四
歳

児
・・・
三
十
名

②
五
歳
児
…
九
十
名

受
付
場
所
　
関
屋
幼
稚
園
(
千
住
関
屋

町
一
六
丿
一
　
　
(
(
(
-

三
五
(

九
)

元
宿
幼
稚
園
(
千
住
桜
木
一
i

一
べ
上

一
　
　
(
(

二
丿
九
四
六

五
)

江
北
幼
稚
園
(
江
北
一
上

一

六
!
九
　
　
(

几
六
上

一
六
三
一
)

大
谷
田
幼
稚
園
(
大
谷
田
)
〒

一
一

九
　
　
(

二
O
l

七
五
九
二
)

受
付
日
時
　
各
幼
稚
園
と
も
、
十
一
月

卜
日
(
水
)
午
前
十
時
～
正
午
。

ト
ー
月
十
・
冂
(
木
)
～
十
二
日

(
金
)

午
後
一
時
I

二
時
ま
で

選
考
日
時
　
第
一
次
選
考
(
抽
選
)

ト

ー
月
十
八
日
(
木
)
①
五
歳
皃
…

午
前
卜
時

②
四
歳
児
・
=
午
後
一
時

第
二
次
選
考
(
面
接
、
健
康
診
断
)

十
一
月
二
十
二
日
(
月
)
元
宿
幼
稚
園

十
一
月
二
十
五
日
(
木
)
江
北
幼
稚
園

十
一
月
二
十
六
日
(
金
)
関
屋
・
大
谷

田
幼
稚
園

各
園
、
午
後
一
時
か
ら

第
一
次
・
第
二
次
選
考
と
も
、
各
幼

稚
園
で
行
な
い
ま
す
。

申
込
用
紙
・
募
集
要
綱
な
ど
は

、
各
幼

稚
園
で
十
一
月
(
日
(
月
)
か
ら
お
渡

し
し
ま
す
、
時
間
は
午
後
一
時
ヱ

二
時

問
い
合
わ
せ
は
、教
育
委
員
会
学
事

係
へ
ど
う
ぞ
。

文
化
の
日

に
晴

れ
の
表
彰

足
立
区
に
貢
献
し
た
二
七
三
名

去
る
十
一
月
三
日
「文
化
の
・
日
」に

昭
和
五
十
-
-
年
度
足
霆
区
表
彰
式
が
行

な
わ
れ
ま
し
勺

足
立
区
の
た
め
に
永
年
尽
力
さ
れ
た

方
や
社
会
福
祉
・
公
衆
衛
生
・
教
育
・

産
業
な
ど
に
功
労
の
あ
っ
た
方
な
ど
、

次
の
二
百
七
十
三
名
の
方
々
が
表
彰
を

受
け
ら
れ
ま
し
た
。(
敬
称
略
　

〔自
治
功
労
〕　
<
区
議
会
議
員
永

年
十
年
以
上
>
安
達
正
興
　
<
廁
防

団
員
永
年
>
　
太
田
康
夫
山
口
豊
治

芦
川
芳
雄
ヽ
佐
藤
和
久
　
磯
川
任
弘

石
鍋
長
次
　
石
塚
邦
男
遠
山
長
治

増
田
昭
冶
　
山
崎
好
雄
　
三
田
康
雄

久
保
田
新
之
助
鈴
木
秋
蔵
小
泉
卯

兵
術
大
原
正
雄
阿
出
川
数
間
嶋

村
秀
雄
宇
田
川
欣
作
瀬
田
晃
一

磯
貝
吉
信
　
<
町
会
長
永
年
>
　
福
田

正
作
　
松
島
勝
右
二
門
　
<
区
職
員
永

年
三
十
年
以
上
>
　
柳
川
晃
一
　
倉
持

正
利

持
木
照
彦

和
田

彬

安
立

賢
二

鋪
野
幸
子

栗
原
吉
之
助

朝

比
美
都
子

吉
田
ス
ゞ
　
斉
藤
ス
マ

馬
場
巳
代
子

小
潭
文
子

千
川

昇

安
重
し
め

、区
職
員
永
年
二
十
年
以

恚
　

人
川
鴫
司
　
丸
山
　
愕
　
浅
水

兼
一
　
加
藤
峰
英

進
臘
行
雄

荒
井

ふ
じ

岩
本
阿
汀

今
井

久

小
川

志
げ

丸
山
雄
次

佐
野
梅
子

川
内

野
き
み
　
金
子
幸
俊

〔
統
計
功
労
〕　
和
知
勝
郎

岡
田

敏
雄

関

公
司

山
田
祐
平

大
野

邦
夫

大
熊
ス
ィ
　
大
熊
孫
重

武
政

悒
市
郎

長
島
喜
一
　
磯
部
博
史
　
田

村
秀
雄

須
藤
一
光

清
水
種
E
郎

野
口
政
義

伊
原
光
一
　
田
村
宗
男

豊
田
次
助
　
白
岩
新
吉
　
花
井
一
雄

大
石
石
蔵

鈴
木

賢

市
川
喜
代
吉

松
永
仁
三
郎

吉
田
フ
ジ
子

鵜
殿
永

歳

小
久
保
道
之
助

小
杉
芳
子

中

島
岩
雄

駒
田
春
夫

〔区
立
学
校
教
育
功
労
〕　
<
教
育

事
業
>
　
永
田
平
吉
《
学
校
保
健
衛
生

》
筏
生
謙
二
　
潤
田
和
男
　
清
水
三
忠

湾
水
秀
忠

田
中
徹
哉

高
橋

傳

江
口
勝
之

中
村
節
子

糟
谷
一
朗
　

〈
教
職
員
永
年
三
十
年
以
占

林

壮

俊

菅
谷

繁

石
田

稜

石
毛
清

市
　
二
階
堂
ア
キ
　
酒
井
節
子
　
白
井

フ
ミ
　
大
駒
信
義
　
北
島
幸
子

榎
本

愛
子

三
間
盍
皿
子

大
烏

廉

赤

岩
妙
子
　
松
野
ま
さ
子
　
石
野
光
治

加
藤
美
子
　
安
田
三
郎
　
上
羽
竹
一
郎
　
<

教
職
員
永
年
二
十
年
以
上
>
森

明

伊
藤

泉

岡
安
兵
庫

高
橋
信

夫

高
橋
好
子

安
田
幸
雄

板
井
啓

修

栗
田
偵
治

吉
田
玲
子

瀬
川
修

五
　
高
橋
昭
一
　
杉
浦
敦
子
　
安
達
芳

男

永
井
好
子

石
島

篤

時
山
純

子

狩
野

茂

布
目
和
男

原

正

男
中
村
一
子
秋
山
芳
宜
光
安
伸

夫
根
津
美
代
子
　
川
上
昭
恵
清
水

晴
子
　
寺
島
貴
郎
　
斎
藤
雄
三
　
菊
島

正
人
小
林
正
巳
池
原
安
幸
功
刀
　

斌
茂
木
敬
子
長
壁
一
夫
小
林

三
保
子
攬
辺
貞
雄
市
川
モ
ト
ヱ

藤
井
次
雄
松
本
和
香
子
佐
藤
英
雄

酒
井
利
郎
水
田
衛
深
井
一
久

三
木
雄
、柿
田
愛
乙
に
嘔
山
克

山
名
輝
一
　
青
木
信
朗
　
山
口
敏
男

小
熊
英
夫

平
尾
孝
行

神
谷

徹

間
原
佳
夫

小
川
富
志
雄

杉
浦
隧
之

〔私
学
教
育
功
労
〕　
<
教
職
員
永

年
>
早
川
寛
谷
地
元
久
子

〔社
会
お
よ
び
公
共
事
業
功
労
〕　
<

民
生
委
員
・
児
童
委
員
>
加
藤
芳
三

伊
藤
定
久

吉
岡
権
右
術
門

鯉
沼
哮

弥

大
津
あ
く
り

石
垣
ソ
ノ

森

盍
汕
柿
崎
利
平
鈴
木
(
十
　
横
井

三
代
　
山
崎
ひ
つ
　
佐
々
木
ダ
イ
　
土

井
よ
し
　
江
川
マ
・
、金
子
夕
ヵ
　
石

鍋
元
狢
澤
地
わ
か
　
村
田
幸
太
郎
<

社
会
福
祉
事
業
>
田
中
亀
之
助
　
<

保
護
司
>
　
氷
澤
良
男
佐
藤
り
い
　
田

中
秋
男
　
鈴
木
金
治
郎
　
石
井
定
雄
　
<

社
会
福
祉
事
業
永
年
>
佐
藤
利
膺

野
口
五
郎
平

羽
住
爽
恵

飯
塚
純
子

曽
根
綾
子
　
吹
山
キ
ョ
シ
　
当
麻
み
つ

る

佐
藤
道
子

秋
山
二
三
江

〔公
衆
衛
生
功
労
〕　
<
公
衆
衛
生

事
業
>
荻
原
卯
助
鈴
木
七
郎
斎
藤

達
雄
大
橋
栄
一
　
早
乙
女
吉
重
郎

鶴
飼
友
之
助
　
荻
原
京
蔵
　
穴
原
參
郎

新
井
文
祥
　
<
保
健
衛
生
事
業
永
年
>

中
條
み
よ
湯
浅
直
巳
鬼
塚
陽

手
光
章
次
　
草
野
興
二
　
堀
田
徳
次
郎

横
山
博
古
屋
潔
巾
川
欣
二

青
山
　
蜊
　
朝
倉
貞
冶
大
西
俊
雄

北
嶋
長
作
　
日
暮
た
き
　
矢
島
ウ
メ

蔦
谷
正
雄
横
林
龍
夫
針
替
よ
志
　

〔農
商
工
業
功
労
〕　
　
<
農
業
振
興
>

浅
野
慶
太
郎
　
星
野
正
三
　
荒
堀
四

郎
古
庄
明
治
昼
間
廉
一
郎
　
新
井

正
一
　
和
井
田
和
助
中
田
正
信
梍
　

和
一
　
宇
佐
美
啓
次
遠
山
甚
蔵

清
水
喜
市
　
<
商
業
振
興
>
小
俣
静
之

関
谷
正
春
佐
藤
正
男
曽
根
和
一

坂
田
婀
雄
　
星
野
勝
二
郎
　
宇
山
褊
太

郎
飯
塚
房
雄
野
口
酉
之
助
石
鍋

光
治
岩
田
庄
冶
豊
田
秋
蔵
石
塚
　

秀
雄
荻
野
行
雄
青
木
周
一
　
市
川

吉
三
郎
　
国
井
岩
吉
　
<
工
業
振
興
>

春
田
謙
三
　
栗
本
藤
一
　
<
農
業
団
体

永
年
>
鴨
下
俊
雄
　
<
商
業
水
年
>
金

子
よ
し
伊
藤
照
雄
渡
部
泰
冶
岡

田
勘
三
　
<
工
業
永
年
>
利
根
川
朝
光

樋
口
正
雄
　
本
田
利
助

〔建
設
功
労
〕　
<
区
画
整
理
事
業
>

高
橋
英
一

〔社
会
教
育
功
労
〕　
<
文
化
・
青

少
年
>
太
田
五
郎
野
口
五
郎
　
麻
生
　

直
千
田
専
寿
木
崎
太
平
　
<
体

育
>
柴
口
儀
介
石
塚
礼
三
眤
　
織
田

良
春〔

徳
　
行
〕　
片
岡
彦
三
郎

鈴
木

す
ぎ

セ
ン
タ
ー

だ
よ
り

□
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

六
〇
五
-
七
一
〇
一

▼
親
子
版
画
教
室
上
(
日
(
土
)
午

後
二
時
　
▼
文
化
祭
作
品
展
-
十
二

日
(
金
)
～
十
四
日
(
日
)
午
前
九
時
三

十
分
　
▼
お
茶
席
一

十
四
日
(
日
)

午
前
九
時
三
十
分
　
▼
貼
り
絵
教
室
-

十
七
日
(
水
)
午
後
一
時
　
▼
ペ
ー

パ
ー
ク
ラ
フ
ト
教
室
丿
十
九
日
(
金
)

午
前
九
時
三
十
分

□
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

八
八
九
-
四
六
六
一

▼
児
童
展
覧
会
一

六
日
(

土
)
・
七

日
(
日
)
午
前
九
時
　
▼
老
人
将
棋

大
会
-
十
四
日
(
日
)
午
前
十
時
・
:申

込
み
は
五
日
か
ら
　
▼
老
人
健
康
相

談
-
十
六
日
(
火
)
午
後
一
時
三
十
分

□
西
部
区
民
福
祉
セ
ン
ター

八
九
七
-
五
〇
一
六

▼
セ
ン
タ
ー
作
品
展
示
会
上
(
日
(

土
)
～
七
日
(
日
)
午
前
九
時
　
▼
老

人
民
謡
教
室
-

九
日
・
十
六
日
(
火
)

午
後
二
時
　
▼
老
人
健
康
相
談
丿
十

六
日
(
火
)
午
後
一
時
三
十
分

□
千
住
区
民
福
祉
セ
ン
ター

八
八
二
-
二
七
六
五

▽
老
人
ペ
ー
パ
ー
フ
ラ
ワ
ー
教
室
1

十
二
日
(
金
)
午
後
一
時
三
十
分

▼
老
人
健
康
相
談
i
十
六
日
(
火
)

午
後
一
時
三
十
分
　
▼
老
人
屎
芸
大

会
-
二
十
六
日
(
金
)
午
前
十
時

□
西
伊
興
児
童
館八

九
七
上
(
九
四
八

▼
ギ
タ
ー
教
室
1
五
日
(
金
)
午
後

三
時
　
▼
コ
ー
ラ
ス
グ
ル
ー
プ
上
(

日
(
土
)
午
後
三
時
　
▼
ろ
う
け
つ
染

め
一
七
日
(
日
)
午
後
二
時
　
▼
子
ど

も
映
画
会
-
十
四
日
(
日
)
午
後
三
時

□
本
木
東
児
童
館八

四
九
-
三
〇
〇
五

▼
体
操
ゲ
ー
ム
ー
十

百
(

木
)
午

後
三
時
三
十
分
　
▼
子
ど
も
映
画
会

一
十
三
日
(
土
)
午
後
二
時
　
▼
た

ま
ご
の
モ
ザ
イ
ク
ー
ニ
十
日
(
土
)

午
後
二
時

□
新
田
児
童
館
・
老
人
館

九
一
二
-
三
四
ニ

ー

▼
新
田
祭
-
お
茶
席
=
・
十
二
日
(
金
)

午
前
十
時
、音
楽
発
表
会
…
十
三
日

(
土
)
午
後
一
時
、芸
能
大
会
・
=
十

四
日
(
日
)
午
前
十
時
、展
示
会
…

十
二
日
～
十
四
日
午
前
九
時

□
千
住
あ
ず
ま
児
童
館
・
老
人
館

八
八
二
-
一
二
一
八

▼
人
形
劇
-
六
日
(
土
)
午
後
二
時

▼
老
人
落
語
大
会
-

七
日
(
日
)
午

後
一
時
　
▼
子
ど
も
映
画
会
-
十
三

日
(
土
)
午
後
二
時
　
▼
老
人
囲
碁

大
会
-
十
三
日
(
土
)
午
前
十
一
時

□
い
り
や
児
童
館
・
老
人
館

八
五
五
-

一
〇
五
〇

▼
老
人
民
謡
教
室
-
五
日
・
十
九
日

(
金
)
午
前
十
時
　
▼
老
人
無
料
マ

ッ
サ
ー
ジ
ー
七
日
・
十
四
日
(
日
)

午
前
十
時
　
▼
子
ど
も
映
画
会
-
十

四
日
(
日
)
午
後
一
時
三
十
分

□
花
畑
区
民
セ
ン
ター

八
五
〇
-
二
六
一
七

▼
セ
ン
タ
ー
祭
-
作
品
展
示
・
=
十
二

日
～
十
四
日
　
子
ど
も
映
画
会
・
:
十

二
日
(
金
)
午
後
三
時
、
十
四
日
(
日
)

午
前
十
時
・
午
後
三
時
　
セ
ン
タ
ー

子
ど
も
劇
場
・
=十
四
日
(
日
)
午
後

二
時
　
▼
押
絵
の
ミ
ニ
羽
子
板
上
一

十
五
日
(
木
)
午
後
二
時

<
申
込
み
と
く
わ
し
い
こ
と
は
、直

接
各
施
設
の
事
務
室
へ
>

年
金
相
談
を
実
施
し
ま
す

■

厚

生

年

金

相

談

最
近
、
年
金
に
つ
い
て
の
関
心
が

高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
老
後
の
生

活
設
計
は
、
年
金
を
考
え
て
立
て
る

時
代
に
な
り
ま
し
た
。

足
立
社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
こ

う
し
た
情
勢
を
ふ
ま
え
て

、
次
の
よ

う
に
年
金
相
談
を
実
施
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

当
日
は
、
社
会
保
険
事
務
所
の
ほ

か
、
東
京
都
国
民
年
金
部
の
専
門
家

か
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
の
で

、
年

金
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
方

は
、
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

日
時
　
十
一
月
十
五
日
(
月
)
・
十

六
日
(
火
)
午
前
十
時
～
午
後
三

時
三
十
分

場
所
　
区
役
所
一
階
区
民
相
談
室

問
い
合
わ
せ
先
　
足
立
社
会
保
険
事

務
所
(
を
(
(

一
-

匸
三

一
)

■

国

民

年

金

相

談

日
時
　
毎
月
第
三
金
曜
日
(
十
一
月

は
十
九
日
)
午
前
十
時
～
午
後
三

時
三
十
分

場
所
　
区
役
所
二
階
国
民
年
金
課

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
国
民
年
金

課

区役所(教育委員会を含む) 882- 1111　第二庁舎889- 6161　足立福祉事務所888- 3141　　中部福祉事務所889- 1481　東部福祉事務所605- 7105　西部福祉事務所897- 5011
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竹
の
塚
駅
東
口
に

自
転
車
パ
ー
ク
を
開
設

区
で
は
、自
転
車
の
安
全
利
用
の
た

め
に
、昭
和
四
十
九
年
か
ら
自
転
車
パ

ー
ク
の
設
置
を
進
め
、
い
ま
ま
で
す
で

に
六
か
所
の
自
転
車
パ
ー
ク
を
政
一
し

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
に
続
い
て
、
今
回
開
設
し
た

自
転
車
パ
ー
ク
は
、竹
の
塚
駅
東
口
か

ら
一
こ
分
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、第
十
六
出

張
所
南
側
の
第
六
公
閭
わ
き
の
敷
地
を

利
用
し
て
設
置
し
た
も
の
で
す
、

こ
の
自
転
車
パ
ー
ク
は
、
レ
ン
ガ
色

の
カ
ラ
ー
で
舗
装
さ
れ
。
一
目
で
わ
か

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
収
容
台
数

は
コ

二
百
台
で
す
。

自
転
車
利
用
の
方
は

。
次
の
こ
と
を

必
ず
お
守
り
の
う
え
。
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

▽
置
場
内
に
数
日
間
放
一

は
し
な
い

▽
歩
道
上
に
は
絶
対
置
か
な
い

▽
公
園
内
に
自
転
車
を
乗
り
入
れ
な
い

▽
施
股
物
や
樹
木
等
に
傷
を
つ
け
な
い

▽
他
の
迷
惑
に
な
る
行
為
は
し
な
い

▽
自
転
車
に
は
住
所
・
氏
名
を
書
き
。

釶
は
必
す
か
け
る

◎
お
願
い

既
設
の
自
転
車
置
場
内
や
道
路
上
に

不
用
の
自
転
車
を
す
て
て
い
く
方
が
多

く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
。
収
容
率
が

悪
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
。
他
の
迷
惑

に
な
り
ま
す
の
で
絶
対
に
し
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

自
転
車
は
、
短
距
離
交
通
手
段
と
し

て

、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
お

互
い
に
価
値
あ
る
利
用
の
方
法
を
考
え

て
み
て
は
い
か
が
で
し
I
つ
か
。

家にいたまま投票できます

―郵便投票制度―

か
ら
だ
が
不
自

由
で
投
票
所
へ
行

け
な
い
方
の
た
め

に
、家
に
い
た
ま

ま
投
票
で
き
る
郵

便
投
票
制
度
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
制
度
を
ご

希
望
の
方
は
、前

も
っ
て
郵
便
投
票

証
明
書
の
交
付
を

受
け
て
お
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。お
早
め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
く
わ
し
い
案
内
書
を
お
送
り

し
ま
す
の
で
。
選
挙
管
理
委
貝
会
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

郵

便

投

票

が

で

き

る

方

次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
方
が

こ
の
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。

(
1
)
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方

で
(
ア
)
両
下
肢
、ま
た
は
体
幹
の
障
害
の

程
度
が
一
級
、ま
た
は
二
級
の
方
(
イ
)

心
臓
、じ
ん
臓
、ま
た
は
呼
吸
器

の
障
害
の
程
度
が
一
級
、
ま
た
は
三

級
の
方

(
2
)
戦
傷
病
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方
で

前
肥
の
(
ア
)
・
(
イ
)
に
準
じ
る
方

郵

便

投

票

証

明

書

を

ご

希

望

の

方

は

申
請
鬢
に
身
体
障
害
者
手
帳
(
ま
た

は
戦
傷
病
者
手
帳
)
を
そ
え
て
選
挙
管

理
委
員
会
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
も
、身
近
な
方
に
持
っ
て
来
て

い
た
だ
い
て
も
け
っ
こ
う
で
す
。

申
謂
一
は
週
挙
管
理
委
員
会
に
あ
り

ま
す
の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
れ
ば
お
送

り
し
ま
す
。

郵
便
投
票
証
明
書
を
お
持
ち
の
方
へ

す
で
に
郵
便
投
票
証
明
書
を
お
持
ち

の
方
は
、
そ
の
ま
ま
使
え
ま
す
の
で
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

郵

便

投

票

の

し

か

た

選
挙
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
投
票
日

の
四
日
前
ま
で
に
、
投
票
用
紙
等
の
蹐

求
書
に
郵
便
投
票
証
明
書
を
そ
え
て
、

選
挙
管
理
委
員
会
に
送
り
。
投
票
用
紙

等
を
と
り
よ
せ
ま
す
。

投
票
用
紙
が
届
き
ま
し
た
ら
。
記
載

し
て
選
挙
管
理
委
員
会
に
郵
送
で
送
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

な
お
、
申
謂
書
。請
求
書
や
投
票
は
。

必
ず
ご
自
分
で
お
I
き
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は

、
選
挙
管
理
委
員
会
(

三
階
)
へ
ど
う
ぞ
。

恩給法、戦没者・戦傷病者等

遺族援護法の一部を改正

■

恩
給
法

関
係

七
月
に
さ
か
の

ぽ
り
適
用
さ
れ
ま

す
の
で
、
次
の
事

項
に
該
当
す
る
方

は
。
請
求
手
続
き

を
お
取
り
く
だ
さ

い
。

(
1
)
普
通
扶
助
料
を

受
給
中
の
次
の

方
は
年
額
に
一

定
額
が
加
算
さ

れ
ま
す

(
ア
)
十
八
歳
未
滴
の
子
を
扶
養
し
て
い

る
方

倒
廃
疾
の
子
を
扶
養
し
て
い
る
方

團
六
十
歳
以
上
の
方

(
2
)
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
(
年
額
十
万

円
)
の
支
給

傷
病
年
金
や
璽
症
の
特
例
傷
病
恩
給

を
受
け
て
い
る
方
が
。
昭
和
二
十
九

年
四
月
一
日
以
後
死
亡
さ
れ
、
扶
助

料
等
を
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
遺
族
の

先
順
位
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
受
付
・
問
い
合
わ
せ
先
-
民
生
局
援

護
課
(
　

二
二
〒

五
一
一

こ

総
理
府
恩
給
局
(
　

ニ

ニ
ア
几
一

コ
)

■

援

護

法

関

係

次
の
よ
う
に
一
郎
改
正
が
あ
り
ま
し

た
。

(
1
)
遺
族
年
金
の
支
給
範
囲
の
拡
大

(
ア
)
再
婚
解
消
妻
の
期
限
延
長
…
戦
没

者
死
亡
後
、昭
和
二
十
一
年
二
月
一

日
か
ら
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
九

日
ま
で
の
間
に
再
婚
し
、昭
和
二
十

(
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
再
婚
を

解
消
し
た
妻
、お
よ
び
死
別
の
妻
(
イ
)

凶
平
病
死
亡
者
遺
族
年
金
…
障
害
年

金
、増
加
恩
給
、傷
病
年
金
等
受
給

者
の
遺
族
で
先
順
位
者

公
務
傷
病
に
お
い
て
は
、
第
一
飲
症

か
ら
第
五
款
症
ま
で
の
方

関
連
傷
病
に
あ
っ
て
は
、
特
別
項
症

か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
方

剛
夫
に
か
か
わ
る
遺
族
年
金
等
の
支

給
条
件
緩
和
上
(
十
歳
以
上
の
方
に

は
不
具
廃
疾
の
条
件
を
徹
廃

(
2
)
戦
没
者
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

(六
十
万
円
国
債
)
の
支
給

m
前
回
の
戦
傷
妻
特
給
(
十
万
円
国

儕
)
の
受
給
権
利
取
得
者
で
、昭
和

四
十
(
年
四
月
一
日
以
前
に
戦
傷
病

者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
五
十
一

年
十
月
一
日
現
在
、公
務
扶
助
料
、

遺
族
年
金
等
受
給
権
取
得
の
妻

哨
前
回
の
戦
没
妻
特
給
(
ろ
号
国
債

二
十
万
円
)
受
給
権
取
得
者
(
継
続

分
)
昭
和
二
卜
一
年
二
月
一
日
以
後

再
婚
し
、昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十

九
日
ま
で
に
再
婚
解
消
し
た
妻
で
、

五
十
一
年
十
月
一
日
現
在
、公
務
扶

助
料
、
遺
族
年
金
等
受
給
者

(
3
)
戦
傷
病
者
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

金
の
支
給

(
ア
)
前
回
の
戦
傷
妻
特
給
(
い
号
十
万

円
国
債
)
継
続
分
…
前
回
の
特
別
給

付
金
受
給
権
取
得
者
の
う
ち
、特
別

項
症
か
ら
第
一
款
症
ま
で
の
方
は
、

三
十
万
円
。第
二
款
症
か
ら
第
五
歓

症
ま
で
の
方
は
十
五
万
円

(
イ
)
基
準
日
変
更
に
よ
る
支
給
範
囲
の

拡
大
…
昭
和
三
十
(
年
四
月
二
日
以

後
戦
傷
病
者
の
妻
と
な
っ
た
方
で
、

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て

恩
給
法
に
よ
る
傷
病
恩
給
等
を
受
給

中
の
戦
傷
病
者
の
妻
で
、昭
和
四
十

八
年
四
月
一
日
現
在
、特
別
項
症
か

ら
第
一
軟
症
ま
で
の
方
は
十
万
円
。

第
二
歌
症
か
ら
第
五
款
症
ま
で
の
方

は
五
万
円

團
碼
州
事
変
閧
の
戦
傷
病
者
の
妻
…

昭
和
六
年
九
月
十
(
日
か
ら
昭
和
十

二
年
七
月
七
日
の
問
の
公
務
傷
病
軍

人
で
、昭
和
四
十
(
年
四
月
一
日
に

お
い
て
傷
病
恩
給
。障
害
年
金
等
受

給
中
の
戦
傷
病
者
の
妻
に
、戦
傷
病

者
が
特
別
項
症
か
ら
第
一
歓
症
ま
で

の
方
は
三
十
万
円
。第
二
款
症
か
ら

第
五
歙
症
ま
で
の
万
は
十
五
万
円

▽
受
付
・
問
い
合
わ
せ
先
-
区
役
所
二

階
援
護
係

植
木
ま
つ
り
を
開
催

―
―
ご
家
族
で
ご
い
っ
し
ょ
に
―
―

樹
木
の
緑
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
う

る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
蚕
与
え
て
く
れ
ま

す
。区

で
は
、
緑
の
保
護
と
回
復
を
目
指

し
。区
内
の
緑
化
を
進
め
て
い
ま
す
が
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、
皆
さ
ん
に
好
評
を

い
た
だ
い
て
い
る
「
植
木
ま
つ
り
」
を

次
の
よ
う
に
行
な
い
ま
す
。

「
植
木
ま
つ
と

は
、
会
場
内
に
植

木
店
が
二
十
五
店
ほ
ど
な
ら
び
、
庭
木

や
鉢
物
な
ど
を
販
売
し
ま
す
。
ま
た
。

「
足
立
区
緑
の
実
態
調
査
報
告
」
や
病

害
虫
等
の
写
真
を
展
示
し
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、樹
木
の
婀
害
虫
の
防
除
、

手
入
れ
方
法
に
つ
い
て
の
相
談
。
草
花

の
種
子
や
容
器
を
ご
持
参
の
方
に
畑
土

を
無
料
で
さ
し
あ
げ
ま
す

。

ぜ
ひ

、
ご
家
族
や
ご
近
所
の
方
を
お

さ
そ
い
合
わ
せ
の
う
え
、
会
場
に
お
い

で
く
だ
さ
い
。

日
時
　
十
一
月
六
日
(
土
)
・
七
日
(
日
)

の
両
日

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時

三
十
分

会
場
　
東
綾
瀬
公
園
内
緑
道
部
分
(
地

図
参
照
)

問
い
合
わ
せ
は
、区
役
所
緑
化
係
へ

ど
う
ぞ
。

東

京

都

職

員

募

集

大

卒
・

短

大

卒

・

高

校

卒

程

度

申
込
み
-
郵
送
…
十
一
月
十
三
日
(
土
)

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
　
持
参
…

都
庁
第
三
庁
舎
一
階
ロ
ビ
ー
で
受
付

け
十
一
月
t
五
日
(
月
)
～
十
七

日
(

水
)

試
験
日
-
十
二
月
十
二
日
(
日
)

※

職

種
・

資

格

な

ど

く

わ
し

い

こ

と

は

次
の

と
こ

ろ

へ

、

問
い
合
わ
せ
先
-
東
京
都
人
價
委
員
会

事
務
局
任
用
鮖
試
験
課
(
二
二
〒

五
一
一
一
内
線
三
六
四
七
～
(
・
四

C
(

二
　
　

二

二

〒

六
九

六

三

～

四
)

イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ
の

予
防
接
種
を
お
受
け
く
だ
さ
い

イ
ン
フ
巾
エ
ン
ザ
の
流
行
を
未
然
に

防
止
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
予
防
接

種
を
行
な
い
ま
す
。お
受
け
く
だ
さ
い
。

■
予
防
接
種
法
に
よ
る
も
の
(

接
種
の

義
務
が
あ
り
ま
す
)

対
象
-
保
育
園
児
(
擒
三
歳
以
L
)

幼
稚
園
児
(
満
三
歳
以
七

小
学

生
・
中
学
生

会
場
-
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設

■
勧
奨
に
よ
る
も
の

接
種
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
感

染
を
防
止
す
る
た
め
。
受
け
る
こ
と
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

対
象
-
都
内
在
住
の
次
の
方

▽
一
般
幼
児
…
保
育
園
・
幼
稚
園
に

通
っ
て
い
な
い
濟
三
歳
以
上
学
齢
前

ま
で
の
お
子
さ
ん

▽
一
般
成
人
…
中
学
卒
業
以
後
の
方

■
一
般
幼
児
に
対
す
る
実
施

実
施
月
日
-
第
一
回
目
…
十
一
月
十
日

(
水
)
第
二
同
目
…
十
一
月
リ
ト

四
日
{
水
}

※
も
れ
た
方
は
、
大
一
月
ぺ
目
(
水
)

会
場
-
区
内
の
医
療
機
関
二
汞
院
は

イ
ン
フ
巾
エ
し
ザ
予
防
接
種
実
施
医

療
機
関
で
す
」
の
ス
チ
y
y

の
は

っ
て
あ
る
と
こ
ろ

受
付
時
間
-
午
後
一
一
時
!
一
面

■
接
種
料
金

▽
中
学
生
以
下
は
無
n

▽
一
般
成
人
は
有
料

■
接
種
方
法

一
週
間
か
ら
四
週
間
の
間
隔
を
お
い

て
二
回
皮
下
に
接
種
す
る

■
接
種
を
受
け
ら
れ
な
い
方

▽
発
熱
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
著
し
い

栄
養
障
害
の
か

▽
最
近
、
ま
た
は
現
配
病
気
に
か
か
っ

て
い
る
方
(
心
臓
病
・
腎
臓
病
・
肝

臟
病
・
そ
の
他
)

フ
最
近
一
年
以
内
に
け
い
れ
ん
症
状
を

起
こ
し
た
こ
と
の
あ
る
方

T
卵
卆・食
べ
て
、
発
熟

、
発
疹
、
ぜ
ん

息
、
F
痢

、
瞑
吐
な
ピ
を
起
こ
し
た

こ
と
が
あ
る
方

フ
過
去
に
ず
ン
フ
よ
匸
ザ
予
防
接
種

に
よ
り
、
高
熱
が
出
る
な
ど
の
異
常

剛
反
応
や
・
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
る
方

ソ
小
児
マ
ヒ
・
麻
し
ん
・
R
C
G
の
予

防
接
種
を
受
け
て
一
か
月
を
経
過
し

て
い
な
い
な

匸
ウ
イ
ル
ス
性
疾
思
に
か
か
っ
た
方
で

一
か
月
そ
経
過
し
て
い
な
い
方

▽
妊
娠
し
て
い
る
方

※
そ
の
ほ
か
、
接
種
に
つ
い
て
心
配
な

こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
医
師
に
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。

■
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
に
対
す

る
医
療
費
等
を
給
付
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す

▽
予
防
接
種
法
に
よ
る
も
の
I
国
の
救

済
制
度
お
よ
び
都
の
救
済
制
度

▽
勧
奨
に
よ
る
も
の
1
都
の
救
済
制
度

@
大
人
の
方
で
接
種
を
希
望
す
る
方
は

保
健
所
・
保
健
相
談
所
、
ま
た
は
医
療

磯
閔
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
、
施
設
実
施
、

ま
た
は
医
療
機
関
実
施
で
も
れ
た
お
子

さ
ん
も
保
健
所
・
保
健
相
牋
所
で
実
施

し
ま
す
、

問
い
合
わ
せ
先
　
▽
区
役
所
衛
生
部
予

防
係
　
▽
足
皀
保
健
所
(
　
八
四
つ

一
一
五
一
四
一
)
▽
千
住
保
健
所
(
　

(
(
八
一
四
一
一
七
七
)
マ
竹
の
塚

保
健
相
談
所
(
　
八
八
五
'
・
五
四
二

I
)

▽
東
和
保
健
相
談
所
(
　

六
(

‥い
六
-
四
一
七
一
)

▽
江
北
保
健

相
談
所
(
　
(

九
六
丿
四
〇
〇
四
)

あ

な

た

も

ご

参

加

を

■
離
乳
食
講
習
会

日
時
　
ト
ー
月
し
ヤ
ー
日
(
木
)
午
後
一

時
三
t
分
(
無
料
)

場
所
　
足
立
保
健
所
栄
饗
室

問
い
合
わ
せ
先
　
足
皀
保
健
所
栄
養
担

当
■
家
庭
看
護
教
室

日
時
　
十
一
月
二
十
五
日
(
木
)
午
後

丿
時
三
十
分
～
四
時
(
無
料
)

定
員
　
三
卜
名
(
先
猪
順
)

場
所
　
不
庄
保
健
所

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
千
住
保
健
所

予
防
課

■
高
血
圧
予
防
の
栄
養
講
習
会

日
時
　
十
一
月
二
十
五
日
(
木
)
午
後

一
時
三
十
分
～
四
時
(
無
料
)

場
所
　
竹
の
塚
保
健
相
談
所

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
竹
の
塚
保
健

相
談
所

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

差
別
の
は
じ
ま
リ
(
8
)

賤
し
い
と
さ
れ
て
い
た
人
び
と
の

な
か
に
は
、社
会
が
う
つ
り
か
わ
り
、

商
工
業
・
経
済
の
し
く
み
が
か
わ
る

に
応
じ
て
「
賎
民
」
の
れ
つ
を
は
な

れ
た
人
も
す
く
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
べ

と
く
に
、戦
国
時
代
に
は
、い
わ

ゆ
る
「下
剋
上
」が
日
常
茶
飯
事
の

よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
、
「賎
民
」と

い
わ
れ
た
者
の
な
か
か
ら
、
大
名
や

領
主
に
な
っ
た
人
も
た
く
さ
ん
い
ま

し
た
。

こ
の
時
代
に
は
、
身
分
な
ど
あ
ま

り
き
ぴ
し
い
と
り
し
ま
り
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
豊
臣
秀
吉
の
天
下
統

一
に
よ
っ
て
、
刀
狩
り
。
検
地
か
お

こ
な
わ
れ
ま
し
た
。(
つ
づ
く
)

◎
同
和
行
政
に
つ
い
て
は
、
区
役
所

同
和
対
策
担
当
へ

◎
差
別
に
か
か
わ
る
生
活
の
問
胆
に

つ
い
て
は
　
(

五
〇
-
七
七
六
九

ス
ポ
ー
ツ
で

体
を
き
た
え
よ
う

体

力

づ

く

り

講

習

会

体
力
づ
く
り
の
た
め
に
。
運
動
不
足

の
解
消
と
栄
養
に
つ
い
て
の
講
習
会
を

次
の
と
お
り
行
な
い
ま
す
。

あ
な
た
も
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
・
会
場
・
内
容
-
下
表
の
と
お
り

対
象
-
二
十
歳
以
上
の
区
民
の
方

定
員
-
百
名
(
先
肴
順
)

参
加
費
-
無
料

申
込
方
法
-
往
復
(
ガ
キ
に
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
の
う

え
次
の
と
こ
ろ
へ

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
-
教
育
委
員
会

体
育
課
(
〒
1
2
0
足
立
区
千
住
仲
町

五
(
和
光
ビ
ル
内
)

区
民
ス
ケ
ー
ト

初
心
者
無
料
講
習
会

日
時
　
十
二
月
一
日
(
水
)
・
二
日
(
木
)

・
三
日
(
金
)
の
三
日
問
午
後
六

時
三
十
分
～
九
時

場
所
　
ヤ
コ
ウ
ス
ケ
ー
ト
プ
ー
ル

対
象
　
区
内
在
住
・
在
勤
の
方

定
員
　
百
五
十
名
(
先
着
順
)

申
込
方
法
　
申
込
用
紙
、
ま
た
は
往
復

(
ガ
キ
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性

別
・
連
絡
先
の
一
話
番
号
を
記
入
し

て
次
の
と
こ
ろ
へ

※
申
込
用
紙
は
体
育
課
に
あ
り
ま
す

申
込
問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
員
会
体

育
課
(
〒
1
2
0
足
立
区
千
住
仲
町
五
(

和
光
ビ
ル
内
)

◎ 運動のできる服装と運動靴をご用意ください。

戸
籍
法
が
一
部

改
正
さ
れ
ま
す

戸
籍
法
の
一
部
か
次
の
よ
う
に
、
十

二
月
一
日
か
ら
改
正
さ
れ
ま
す
。

□
戸
籍
公
開
の
制
度
改
正

戸
籍
の
閲
覧
は
廃
止
と
な
り
、
戸
籍

の
謄
・
抄
本
等
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
従

来
ど
お
り
で
す
が
、
除
籍
、
改
正
原
戸

籍
の
謄
・
杪
本
の
謂
求
者
は
、
そ
の
除

籍
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
、
ま
た
は

そ
の
配
偶
者
、
直
系
血
族
、
そ
の
他
法

令
の
認
め
る
方
に
限
定
さ
れ
ま
す
。
□

出
生
の
届
け
人
に
関
す
る
改
正

婚
姻
関
係
に
あ
る
男
女
間
の
子
の
出

生
届
は
、
父
、
母
ど
ち
ら
で
も
で
き
ま

す
。

□
戸
籍
法
違
反
に
か
か
わ
る
罰
則
の
改

正過
料
、
罰
金
額
の
改
訂
、
お
よ
ぴ
罰

則
の
適
用
条
項
が
新
設
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
く
わ
し

く
は
、
次
号
の
「
区
の
お
知
ら
せ

'一
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
第
一
・
第

二
戸
籍
係
へ
。

公
害
健
康
被
害
者
で

認
定
申
請
前
死
亡
者

の
申
請
受
付
は

昨
年
十
二
月
十
九
日
足
立
区
は
、
公

害
健
康
被
害
補
償
法
の
第
一
種
地
域
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
指
定
日
以
後
、
認
定
申
躅
を
す

る
前
に
、
慢
性
気
管
支
炎
、
気
管
支
ぜ

ん
息
等
の
指
定
疾
病
で
死
亡
さ
れ
た
万

は
、
死
亡
の
日
か
ら
六
か
月
以
内
に
限

っ
て
遺
族
の
方
が
認
定
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
死
亡
さ
れ

た
方
が
公
害
健
康
被
害
者
に
認
定
さ
れ

ま
す
と
。
遺
族
の
方
が
補
償
給
付
を
5

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
申
請
手
続
き
は
、
今
年
の
十
二

月
十
(
月
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
日
以
後
は
認
定
申
請
前
に
死
亡
さ
れ

た
方
の
申
謂
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
該
当
す
る
方
で
ま
だ
手
続
き
の
お

済
み
で
な
い
方
は
、
至
急
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
公

害
病
補
償
認
定
係
へ
。

1
6ミ
リ
映
写
機

技
術
無
料
講
習
会

日
時
　
十
一
月
二
十
四
日
(
水
)
・
二

十
五
日
(
木
)
・
二
十
六
日
(
金
)
・

十
二
月
一
日
(
水
)
・
二
日
(
木
)

・
三
日
(
金
)
午
後
六
時～
八
時

計
六
日
間

対
象
　
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
で
全
日

程
受
講
可
能
な
方

場
所
　
青
年
館
(
東
武
線
大
師
前
駅
下

車
)

定
員
　
四
十
名
(
先
着
順
)

申
込
方
法
　
直
接
か
I
`
話
で
。
十
一
月

六
日
(
土
)

午
前
(
時
三
卜
分
か
ら

受
付
け
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
委
員
会

文
化
係
へ
。

ろ
う
あ
者
相
談
の

ご
利
用
を

専
門
の
手
話
通
訳
者
が
次
の
と
お
り

ご
相
談
に
の
っ
て
い
ま
す
。

▽
第
一
木
曜
日
-
足
立
福
祉
事
務
所

▽
第
二
木
曜
日
-
中
部
福
祉
事
務
所

▽
第
三
木
曜
日
-
東
部
福
祉
事
務
所

▽
第
四
木
曜
日
-
西
部
襌
祉
事
務
所

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
一
時
か
ら

五
時
ま
で
で
す
。

1
1
月
の
安
売
り
デ
ー

肉
-
十
三
日
・
二
十
七
日
(
土
)

黄
媽
の
だ
れ
篶
の
あ
る
肉
屋
さ
ん
で

販
売
し
ま
す
。

鮮
魚
-
十
九
日
(
金
)

青
色
の
た
れ
幕
の
あ
る
魚
屋
さ
ん
で

販
売
し
ま
す
。

野
粟
・
果
実
-
十
七
日
(
水
)

緑
色
の
た
れ
幕
の
あ
る
(
百
屋
さ
ん

で
販
売
し
ま
す

。

1
1
月

の

献

血

十
二
日
(
金
)
長
門
小

十
(
日
(
木
)
区
役
所
本
庁
舎

二
十
日
(
土
)
竹
の
塚
駅
東
口

二
十
六
日
(
金
)
本
木
小

三
十
日
(
火
)
北
千
住
駅
西
口

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で
で
す
。

税

務

相

談

日
時
　
十
一
月
十
五
日
(
月
T
十
七
日

(
水
)
午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
六
時
場

所
　
北
千
住
駅
前
通
り
イ
ト
ー
ヨ
ー

カ
堂
内

訂
　

正

「
区
の
お
知
ら
せ
」
十
月
二
十
日
号

「
幼
児
グ
ル
ー
プ
を
開
設
」
の
な
か
で

「
な
お
、
こ
の
教
室
は
、
区
政
モ
ニ
タ

ー
の
要
望
や
=
こ
の
記
事
中
。区
政
モ
ニ

タ
ー
の
前
に
「
区
議
会
と
」の
文
字
が
脱

落
し
て
い
ま
し
た

。
酊
正
し
ま
す
。

■ 足立区から部落差別をなくしましょう ■ 11月30日は申告所得税第2 期分の納期です　■ たばこは区内で買いましょう S. N216, 000


